
1　事業の概要

①　成果目標（H27)

②　事業内容

　一般財源

　県　債

　国庫支出金

　その他

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

直接 H26事業確定に伴う返還金 3,530

感染症健康診断事業（設備・機

器）

委託・直

接

病原体の検索に必要な機器・設備の整備・修理・点検及び検

査機器等を購入した。

1,404 1,404 6,123

感染症入院医療費負担事業 直接

直接

感染症の患者と接触した者等に対し健康診断（病原体検索）

を実施した。（121件）

4,552 4,547 4,550

予

算

額

前年度繰越

区　　分（単位：千円） 25年度 26年度

感染症指定医療機関補助事業

（運営費補助）

補助金

48,525 43,685 50,952

11医療機

関

27年度27年度27年度27年度

国庫返還金

21,600 23,458 21,131 23,157

25,478 26,891 26,084 27,795

0 0 0 0

□ 事業を実施しない □ 事業を見直して実施 ■ 事業を現行どおり実施

今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき感染症の発生を予防し、また、発生時のまん延を防止するため、

適切に事業を実施する必要がある。

目標に対

する成果

の状況

・感染症対策協議会（医療・保健衛生専門部会）を開催し、県内における感染症の予防、感染の拡大・防止等を適正かつ円滑に推進する

ための取組等について協議し、課題の整理や今後の方針等の確認ができた。

・一類、二類及び指定感染症の発症があった場合に備えて、患者の移送訓練を実施し、対応の確認、問題点の抽出等ができた。

 概算事業費（B（A）+C） 178,770 181,854 177,946 185,851

134,605 134,899

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

Aの

財源

50,349 47,215

概　算

人件費

16.30 16.30 16.30 16.30

134,605

44,165 47,249 43,047

134,899

合計（A) 47,078 50,952

28年度

当初予算 46,569

補正予算 509 1,824 3,530

成果目標・

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H27事業実績

H27 H28

（当初） （決算） （当初）

感染症対策協議事業 直接

感染症対策協議会を開催し、県内における感染症の予防、感

染の拡大防止等について協議した。

174 95 174

風しん抗体検査 委託

第一子の妊娠を希望する女性とそのパートナーを対象に風し

んの抗体検査を実施した。（163件）

463

感染症指定医療機関に患者の移送を行うための体制を準備し

た。

651

50,952

感染症健康診断事業

県が関与

する理由

県でなければ実施不可（法令等義務）

【左記の説明、根拠法令等】

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

課・室 保健・疾病対策課

総合５か年

計画

プロジェクト  E-mail hoken-shippei@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

６－１ 健康で長生きできる地域づくり

目指す姿

現状

（予算編成

時）

県民との協働による実施： 検討中

感染症の発生を予防し、また感染症患者等の発生時にまん延を防止する。

・結核の発生・患者管理、感染症・エイズの予防・まん延防止、予防接種の推進及び感染症の予防のための施策について協議を要する。

・一類、二類、三類感染症のまん延を防止するため、必要があると認められるときは、感染症患者を入院させるべきことを勧告する。また、

必要があると認めるときは、感染症の患者と接触した者等に対し健康診断（病原体検索）を実施する。

・一類及び二類感染症発生時の入院及び医療体制として、第一種（県内1か所）及び第二種（2次医療圏に1か所：11医療機関）感染症指

定医療機関を指定済み。

・風しんは妊娠初期の女性が罹患することにより、その出生児が先天性風しん症候群を発生することがあり、平成25年度、全国的に風しん

がまん延した。

成果目標の達成状況

項目

感染症指定医療機

関運営費補助金

事業番号 05 06 15 事業改善シート （27年度実施事業分）　　□当初要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　■点検

事　業　名 感染症対策事業感染症対策事業感染症対策事業感染症対策事業
担

当

課

部局 健康福祉部

５　疾病対策の推進 実施期間 S56 ～

11医療機

関

11医療機

関

達成

・感染症対策協議会を開催し、県内における感染症の予防、感染の拡大防止等を適正かつ円滑に推進する。

・一類、二類感染症及び指定感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは感染症患者を入院させるべきことを勧告。

・必要があると認めるときは、感染症の患者と接触した者等に対し健康診断（病原体検索）を実施する。

・感染症指定医療機関への運営費補助を行う。

・第一子の妊娠を希望する女性とそのパートナーを対象に、風しん抗体検査を実施する。

Ｈ27
H28

目標

H26末

（実績）
目標 成果 達成状況

11医療機

関

382 401

感染症指定医療機関（１１病院）への運営費補助を実施した。 36,441 33,001 39,502

88 202

合計 43,685 43,047


